
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財 団 

購入先 

企業(申請者) 

設備の選定 

設備の購入 

設備の設置 

設備代金の支払 

設備の 

割賦販売 

保証金・割賦料 

の支払 

《支払の内訳》 

保証金：設備代金の 10% 

＋割賦料＋金利 

センター 

保証金の 

１／２を補助※ 

(上限 50万円) 

岡山県産業振興財団が行う設備貸与制度を利用して、市内の事業所にお
いて新たに設備を導入する企業等に対して、費用の一部を補助します。

補 助
対 象
経費

補助率
補助額

設備貸与制度のうち「割賦販売」で支払う保証金
（設備代金の１０％）

(1) ロボット導入等：２／３以内

(2) (1)以外： １／２以内
１企業あたり同一年度で上限 ５０万円

 ※補助金額は、千円未満を切り捨てます。

申請
期間 令和８年３月１５日まで
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